
 平成 23 年 6 月 1 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 

第 96 回「地域の会」定例会資料 〔前回 5/11 以降の動き〕 

 

 

【不適合事象関係】  

 ＜区分Ⅲ＞ 

・５月１６日 ７号機タービン建屋（管理区域）における制御油の漏れについて 

(３ページ) 

 

【発電所に係る情報】 

・５月１６日 原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に関する報告書の経済産業省 

原子力安全・保安院への提出について(６ページ) 

・５月１７日 「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」の進捗状況について 

       (２９ページ) 

・５月２０日 平成２２年度決算について(３７ページ) 

・５月２０日 当面の事業運営・合理化方針について(４３ページ) 

・５月２０日 福島第一原子力発電所１～４号機の廃止および同７・８号機の増設計画 

中止について(４７ページ) 

・５月３１日 当社原子力発電所における耐震設計上考慮していない断層等に関する 

情報の経済産業省原子力安全・保安院への報告について（４８ページ） 

 

  ＜放射性物質の検出について＞ 

・５月１３日 柏崎刈羽原子力発電所の放射性物質の定期測定における微量な放射性 

物質の検出について（続報）(５２ページ) 

・５月２６日 ＜区分Ⅲ＞柏崎刈羽原子力発電所の放射性物質の定期測定における 

微量な放射性物質の検出について（続報）(５６ページ) 

 

【新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業について】 

・５月１２日 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：５月１２日）(６０ページ) 

・５月１９日 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：５月１９日）(６２ページ) 

・５月２６日 新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：５月２６日）(６４ページ) 
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～新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会への当社説明内容について～ 

 

・５月１９日 技術委員会（平成２３年度 第１回） 

・東日本大震災における原子力発電所の影響と現在の状況について 

・柏崎刈羽原子力発電所における緊急安全対策について 

 

 

 
＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 

 

 

 

 

 

 

以 上 
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平 成 23 年 ５ 月 16 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

場所 ７号機 

件名 タービン建屋（管理区域）における制御油の漏れについて 

不適合の 

概要 

 

（事象の発生状況） 

平成 23 年５月 15 日午前３時 13 分、運転中の７号機において「ＥＨＣ*1制御油漏えい」

の警報が発生しました。現場を確認したところ、タービン建屋１階（管理区域）主蒸気

加減弁のアキュムレータ*2付属設備の配管接続部から油が滴下していることを確認しま

した。 

当該設備は、漏えいが発生した場合に、油を集めて漏えい検知器へ導き漏えいを検知

できる設備を有しており、漏えいした油は約 16 ﾘｯﾄﾙでした。また、アキュムレータ付属

設備上部に溜まった油については拭き取りによる清掃を行いました。 

 

なお、漏えいした油については周辺への飛散はありません。  

 

（安全性、外部への影響） 

 漏れた油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部への放射能の影響は

ありません。 

 

＊１ ＥＨＣ（電気油圧式制御装置） 

   原子炉で発生した蒸気の圧力とタービン速度、発電機負荷を検出し蒸気の制御

弁を操作することによりタービン速度を制御する装置。 

 

＊２ アキュムレータ 

主蒸気加減弁を動作させる油圧系統の圧力脈動を吸収するために設置されてい

る容器。 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

油漏れが確認された当該部の上流側に設置されている弁を閉止したことにより、漏え

いは停止しております。 

当該設備については、油圧の脈動を抑える補助的な役割を有しているもので、プラン

トの運転に直接影響を与えるものではないことから、次回定期検査まで使用しないこと

とします。 

当該部については、次回定期検査時に原因調査の為の点検を行う予定です。 
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７号機タービン建屋（管理区域）における制御油の漏れについて  

展望台

柏崎刈羽原子力発電所
屋外 

 
発生場所 

（１階：主蒸気加減弁第２弁付近） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 タービン建屋１階 
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７号機タービン建屋（管理区域）における制御油の漏れについて 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 系統概略図 

原子炉格納容器 

タービン 

発電機

（配管接続部）

漏えい箇所 

主復水器 

アキュムレータ付属設備 

（配管接続部）

漏えい箇所 この弁を閉めて 

油漏えいを停止させた 
油ポンプ 

蒸気加減弁第２弁 

給水ポンプ 

油圧駆動装置 

原
子
炉
圧
力
容
器 

油漏えい 

油受け 

検出器 

油タンク 

アキュムレータ 

タービン建屋１階 

タービン建屋地下中２階 

（警報へ）

アキュムレータ付属設備写真 
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原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に関する報告書の 

経済産業省原子力安全・保安院への提出について 

 

平成 23 年５月 16 日 

東京電力株式会社 

 

当社は、平成 23 年４月 15 日、経済産業省原子力安全・保安院より、「原子力発電

所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保について」の指示文書＊を受領いたしまし

た。                  （平成 23 年４月 15 日、お知らせ済み） 

 

その後、指示文書に基づき、外部電源の信頼性の確保に関する対応について、実施

状況を取りまとめ、本日、経済産業省原子力安全・保安院へ報告いたしましたのでお

知らせいたします。 

 

以 上 

 

 

○ 添付資料 

原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保について 

 

 

 

 

＊ 指示文書 

「原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保について（指示）」 

（平成 23･04･15 原院第３号） 

 

平成23年４月７日宮城県沖地震により、東北電力株式会社管内において広域にわたる停電が発

生しました。この停電に伴い、同社東通原子力発電所及び日本原燃株式会社六ヶ所再処理事業所

において、一時的に、外部電源の喪失が発生しました。 

この事象の原因については、電力系統の一部における地絡事故を発端として、原子力発電所及

び再処理施設（以下「原子力発電所等」という。）への外部電源を供給する電力系統の停止に至

ったことから、電力系統の信頼性に課題が生じたものです。このため、原子力安全・保安院（以

下「当院」という。）は、一般電気事業者等に対して、以下のとおり（再処理施設にあっては、

下記１．及び４．のみ）、対応するよう指示します。また、これらの実施状況について、平成23

年５月16日までに当院に報告することを求めます。 
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記 

 

１．地震等による供給支障等により原子力発電所等の外部電源に影響を及ぼす事態が生じるこ

とに関して、原子力発電所等への電力供給に影響を与え得る貴社の電力系統の供給信頼性に

ついて分析及び評価するとともに、当該分析及び評価を踏まえ、当該原子力発電所等への電

力の供給信頼性を更に向上させるための対策（原子力発電所内電源の強化を含む。）を検討す

ること。再処理施設にあっては、当該施設への電力系統の供給信頼性に係る上記対策に対応

した施設内の設備の整備について検討すること。 

 

２．貴社原子力発電所の各号機の電力供給の信頼性向上に資するよう、複数の電源線に施設さ

れている全ての送電回線を各号機に接続し、電力供給を可能とすること。 

 

３．貴社原子力発電所の電源線の送電鉄塔について、耐震性、地震による基礎の安定性等に関

して評価を行い、その結果に基づいて必要な補強等の対応を行うこと。 

 

４．貴社原子力発電所等の開閉所等の電気設備について、屋内施設としての設置、水密化など、

津波による影響を防止するための対策を講じること。 
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原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年５月１６日 

東京電力株式会社 
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1 

１．はじめに 

平成23年 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波に起因する

福島第一原子力発電所事故については、皆さまに大変なご心配とご迷惑をおか

けしており、現在も、国、地方自治体及び当社を含む事業者等の関係機関が一

体となって、この事態の収束に向け、全力を挙げて取り組んでいるところであ

る。 

一方、平成 23 年 4 月 7 日に発生した宮城県沖地震により、東北電力の主要

変電所における地絡事故を発端として、北東北全体を供給する電力系統が停止

する事態となり、それに接続されている原子力施設への電力供給が停止した。 

本書は、かかる事象により電力系統の信頼性に課題が生じたことを踏まえ、

平成 23 年 4 月 15 日に受領した経済産業大臣指示文書「原子力発電所及び再処

理施設の外部電源の信頼性確保について（指示）」（平成 23・04・15 原院第 3

号）に基づき、外部電源の信頼性の確保に関する対応について、実施状況を報

告するものである。 

 

１．１ 経済産業大臣指示文書に基づく要求事項 

以下について対応するとともに、これらの実施状況について、報告す

ること。 

 

【具体的要求事項】 

１．地震等による供給支障等により原子力発電所等（原子力発電所及び

再処理施設）の外部電源に影響を及ぼす事態が生じることに関して、

原子力発電所等への電力供給に影響を与え得る貴社の電力系統の供給

信頼性について分析及び評価するとともに、当該分析及び評価を踏ま

え、当該原子力発電所等への電力の供給信頼性を更に向上させるため

の対策（原子力発電所内電源の強化を含む。）を検討すること。再処理

施設にあっては、当該施設への電力系統の供給信頼性に係る上記対策

に対応した施設内の設備の整備について検討すること。 

 

２．貴社原子力発電所の各号機の電力供給の信頼性向上に資するよう、

複数の電源線に施設されている全ての送電回線を各号機に接続し、電

力供給を可能とすること。 

 

３．貴社原子力発電所の電源線の送電鉄塔について、耐震性、地震によ

る基礎の安定性等に関して評価を行い、その結果に基づいて必要な補

強等の対応を行うこと。 
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2 

４．貴社原子力発電所等の開閉所等の電気設備について、屋内施設とし

ての設置、水密化など、津波による影響を防止するための対策を講じ

ること。 

 

１．２ 対象となる原子力発電所および再処理施設 

本書では、当社の柏崎刈羽原子力発電所に加え、日本原子力発電株式

会社の東海第二原子力発電所、及び独立行政法人日本原子力研究開発機

構の核燃料サイクル工学研究所（東海再処理施設）について、指示への

対応を行った。 

なお、東海第二原子力発電所及び核燃料サイクル工学研究所について

は、指示事項２および４に関する対応は各事業者が行うため、当社は指

示事項１および３に関する対応のみを行った。 
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3 

２．外部電源の信頼性の分析・評価（指示事項１） 

 

２．１ 評価の進め方 

現在の設備形成の考え方においては、以下を踏まえ、原子力発電所の

電源線を含む外部電源系統を構成することを基本としている。 

 

(1) Ｎ－２故障（機器装置 2 箇所同時喪失を伴う故障）については、

稀頻度事故であることから一部の電源脱落や供給支障は許容する。

ただし、供給支障規模が大きく社会的影響が懸念される場合などは、

対策を行うよう考慮する。 

（「電力系統利用協議会ルール」より抜粋） 

(2) 外部電源系は、2 回線以上の送電線により電力系統に接続された

設計であること。 

（「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」より抜粋。

「再処理施設安全審査指針」においても同様に規定） 

 

今回、宮城県沖地震の際に一部原子力施設への電力供給が停止したこ

とを踏まえ、原子力発電所等の外部電源の信頼性が確保されているか、

上記(1)・(2)の考え方に加え、以下(3)・(4)の観点も新たに考慮し、評

価を行うこととした。 

 

(3) 稀頻度事故（Ｎ－２故障）においても、外部電源の信頼性が確保

されていること。 

すなわち、外部電源の喪失を伴わないこと、もしくは原子力発電所

等の所内電源による一時的な対応を許容しつつ、速やかに外部電源

が回復されること。 

(4) 更に過酷な事故についても、外部電源の信頼性を一層考慮するた

め、これについて評価を行い、必要により対策を検討すること。 

 

なお、評価を行うケースについては、以下の通りとした。宮城県沖地

震の際に東北地方において発生した主要変電所における地絡事故は、1

変電所 1電圧階級の事故であることから、以下では②の「過酷ケース」

に相当するが、今回はこれを更に上回る①の「超過酷ケース」まで評価

を行うこととした。 
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【評価ケース】 

① 超過酷ケース … 1 変電所（開閉所を含む。以下同じ）の全停電 

         （全ての電圧階級が停電） 

② 過酷ケース  … 1 変電所の 1電圧階級の母線全停電 

③ その他    … 上記①②以外（Ｎ－２故障を含む） 

 

 

（参考）評価のイメージ（「②過酷ケース」の場合） 

 

＜常時系統＞ 

 ・Ｃ発電所へは、常時はＤ系統より外部電源を供給。 

 

 

＜Ａ変電所で上位電圧母線事故が発生（送電線・変圧器まで停止）＞ 

所内
電源

Ａ(変) Ｂ(変) Ｃ発電所

遮断器投入 遮断器投入

Ｄ系統（停電） Ｅ系統 Ｆ系統

 ・事故発生直後、Ｃ発電所は一時的に外部電源を喪失。 

  （所内電源により対応） 

 ・その後、系統切替によりＥ系統から速やかに外部電源を回復。 

  （なお、Ｆ系統からも供給可能） 
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２．２ 評価結果（基幹系統） 

はじめに、当社の基幹系統について評価を行った。 

具体的には、２．３～２．５において評価対象となる 500kV（キロボ

ルト）変電所を除く全ての 500kV 変電所について、ケース①の場合の電

力系統の供給信頼性を評価した。この評価により、500kV 及び下位電圧

階級の全ての変電所・送電線についての、ケース①～③の評価は網羅さ

れている。 

評価の結果、上記 500kV 変電所におけるケース①の場合、電力系統の

供給信頼性は充分であると評価した。当社の基幹系統においては、高需

要地域である東京を東西に取り巻く二重ないし三重の送電ルートを、複

数の南北送電ルートにより相互に連系することにより、多ルート化・グ

リッド化が図られている。上記の評価は、こうした基幹系統についてル

ープ運用を行うことにより、供給信頼性の向上を図ってきたことによる

ものである。 

 

２．３ 評価結果（柏崎刈羽原子力発電所） 

起点となる500kV変電所から柏崎刈羽原子力発電所への供給ルートに

ある送変電設備について評価を行った。 

その結果、全ての設備におけるケース①～③の場合について、外部電

源の喪失がない（※）ことから、電力系統の供給信頼性は充分であると

評価した。 

（※）一部のケースでは、柏崎刈羽原子力発電所において健全回線か

ら受電するための操作（30 分以内）が必要となる。 

万が一、その操作時間内に所内電源も含めた全交流電源が喪失

した場合でも、原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）の制御電源は

8時間維持されるように設計されている。 

柏崎刈羽原子力発電所の電源線は、500kV 送電線 2 ルート 4 回線、お

よび東北電力系統 154kV 送電線 1回線により構成されている。上記の評

価結果は、異なる 2つの系統から外部電源の確保が可能なことによるも

のである。 

 

２．４ 評価結果（東海第二原子力発電所） 

起点となる500kV変電所から東海第二原子力発電所への供給ルートに

ある送変電設備について評価を行った。 

その結果、評価ケースによっては外部電源が一旦喪失し、所内電源に

よる一時的な対応が必要となるものの、系統切替により外部電源が速や

かに回復（※）することから、電力系統の供給信頼性は充分であると評
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価した。 

（※）万が一、所内電源も含めた全交流電源が喪失した場合でも、原

子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）の制御電源は 8時間維持される

ように設計されている。外部電源はこれに比べ充分速やかに回

復する（最長となるケースの場合、系統切替に約 80 分、及び

東海第二原子力発電所における受電操作に約 30 分）。 

東海第二原子力発電所の電源線は、275kV 送電線 1 ルート 2 回線、お

よび 154kV 送電線 1回線により構成されている。上記の評価結果は、異

なる 2つの送電ルートが電源線として確保されており、系統切替による

外部電源の確保が可能なことによるものである。 

 

２．５ 評価結果（核燃料サイクル工学研究所） 

起点となる500kV変電所から核燃料サイクル工学研究所への供給ルー

トにある送変電設備について評価を行った。 

その結果、一部の評価ケースを除き外部電源が一旦喪失し、所内電源

による一時的な対応が必要となるものの、系統切替により外部電源が速

やかに回復（※）すること、また最も過酷なケースにおいても複数の送

電ルートを確保可能なことから、電力系統の供給信頼性は充分であると

評価した。 

（※）核燃料サイクル工学研究所には、使用済燃料の再処理施設があ

り、現在、研究開発運転を行っている。 

万が一、所内電源も含めた全交流電源が喪失した場合、緊急時

安全対策により崩壊熱除去機能等の回復を図ることとしてい

るが、交流電源が必要となる高放射性廃液及びプルトニウム溶

液の冷却については、沸騰状態に至るまでには約 30 時間以上

を要する。外部電源はこれに比べ速やかに回復する（最長とな

るケースの場合、6kV 電線路との接続に約 12 時間）。 

核燃料サイクル工学研究所の電源線は、154kV 送電線 1 ルート 2 回線

により構成されている。上記の評価結果は、核燃料サイクル工学研究所

において冷却に必要な電力が小規模であることから、6kV 系統まで有効

に活用した系統切替による外部電源の確保も可能なことによるもので

ある。 

なお、具体的な回復時間や、電源線が 1ルート 2回線構成であること

まで考慮すると、外部電源の回復をより確実とし、もしくは短縮する方

策を新たに講じることについて、一定の意義が認められるものと判断さ

れる。 
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２．６ 評価結果のまとめ 

以上２．２から２．５において、いずれも電力系統の供給信頼性は充

分であるとの評価結果が得られたことから、２．１に示した考え方に基

づき、１．２に示した対象施設に対する当社電力系統の供給信頼性は充

分であると評価した。その上で、核燃料サイクル工学研究所については、

外部電源の回復をより確実とし、もしくは短縮する方策を新たに講じる

ことについて、一定の意義が認められるものと判断した。 

このため、核燃料サイクル工学研究所については、外部電源のより一

層の信頼性確保に資するよう、新たに 66kV 送電ルートの建設に向けた

取り組みを行うこととし、今後、同所とともに検討していくこととする。

併せて、6kV 電線路との接続についても、同所所内の設備形成を、平成

23 年 9 月を目途に行う予定である。 
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３．電源線の各号機への接続（指示事項２） 

 

 ３．１ 柏崎刈羽原子力発電所における所内電源系統について 

原子力発電所の外部電源系統は２回線以上の送電線により電力系統に

接続されることが安全規制上の要求である。柏崎刈羽原子力発電所では、

１～７号機のすべてが、送電電圧 500kV の送電線 4 回線および 154kV 送

電線 1 回線にて連系されており、かつ号機間で電力融通が可能な設備と

なっている。したがって、追加の対応は必要ないものと考えている。 

１，２号へ３，４号へ５号へ６，７号へ

500kV送電線 500kV送電線 154kV送電線

７Ｇ ６Ｇ ５Ｇ ４Ｇ ３Ｇ ２Ｇ １Ｇ

66kV母線

１，２号へ３，４号へ５号へ６，７号へ

500kV送電線 500kV送電線 154kV送電線

７Ｇ ６Ｇ ５Ｇ ４Ｇ ３Ｇ ２Ｇ １Ｇ

66kV母線

 

 

【柏崎刈羽原子力発電所 所内電源系統概略図】 
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４．電源線鉄塔の耐震性（指示事項３） 

 

 ４．１ 送電設備の耐震性について 

「防災基本計画」（平成 7 年 7 月 中央防災会議決定）に基づき、「電

気設備防災対策検討会」（資源エネルギー庁長官の私的検討会）の報告

書（平成 7 年 11 月 24 日）において、下記の通り各電気設備の耐震性

確保に関する基本的考え方が示されている。 

 

(1) 一般的な地震動に際し、 

個々の設備毎に機能に重大な支障が生じないこと。 

(2) 高レベルの地震動に際しても、 

著しい（長期的かつ広範囲）供給支障が生じないよう、代替性の確

保、多重化等により総合的にシステムの機能が確保されること。 

 

また、報告書では、兵庫県南部地震における地震動や被害の程度が

設計で想定した範囲内かどうかの分析を行うとともに、被害実態を踏

まえた実証的な検討を併せて行い、現行耐震基準の妥当性に関する検

討が行われた。 

この検討の結果、現行耐震基準は、各電気設備が確保すべき耐震性

を規定するものとして妥当であると評価された。すなわち、各電気設

備の現行耐震基準は、一般的な地震動に際して機能に重大な支障が生

じない耐震性を確保するとともに、高レベルの地震動に際しても著し

い（長期的かつ広範囲）供給支障が生じることのないよう、代替性の

確保、多重化等により、総合的にシステムの機能を確保するものであ

ることを確認し、現行耐震基準は妥当であると評価された。 

そこで、上記評価に加えて、東北地方太平洋沖地震（以下、今回の

地震という）における被害実態を踏まえ、原子力発電所に外部電源供

給系統として直接接続している送電設備 7 線路（510 基）を対象に耐

震性の評価を行った。 
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【耐震性評価対象送電設備】 

電圧 線路名 基数

500kV 新新潟幹線 214 基

500kV 南新潟幹線 201 基

275kV 東海原子力線 44 基

275kV 原研那珂線  4 基

154kV 原子力線 8 基

154kV 村松線 38 基

154kV 村松北線 1 基

 

４．２ 送電鉄塔の耐震性について 

(1) 今回の地震での被害実態と推定原因 

【被害実態】 

・原子力発電所の電源線およびそれ以外の送電線を含め、鉄塔倒壊は 

1 基。 

・送電鉄塔に設置されている支持がいしの折損が多数発生し、送電線

によっては、絶縁距離不足による送電不能事象が発生。 

 

【推定原因】 

・鉄塔倒壊の原因は、隣接地の大規模な盛土が地震動により崩壊し、

鉄塔敷地になだれ込み、その土圧により倒壊したものと現時点では

推定。 

・支持がいしの折損は、地震動によるものと推定。 

 

(2) 耐震性の評価 

【鉄 塔】 

・今回の地震においても、当社および東北電力ともに、地震動が直接

原因となり倒壊した鉄塔は無い。 

・今回の地震を含め、過去の大規模地震（兵庫県南部地震、中越地震）

で倒壊した鉄塔は 3 基であるが、その原因は、全て地震による鉄塔

敷地周辺の影響による被害（以下、二次的被害という）であり、地

震動による鉄塔倒壊は無い。 

・従って、今回の地震においても、平成 7 年の報告書どおり、鉄塔は

十分な耐震性を有していると評価できる。 

・ただし、今回の地震では、隣接地の大規模盛土の崩壊による鉄塔倒

壊が 1 基発生しているため、鉄塔敷地周辺の影響による基礎の安定

性について検討する必要がある。 
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【支持がいし】 

・地震動による折損が多数発生しているため、耐震性が確保されてい

るとは言い難い。 

・従って、より耐震性に優れたものに取り替えるなどの対応が必要で

ある。 

・今回、電気事故の原因は、長幹支持がいしを用いたジャンパー支持

がいしの破損によることから、原子力電源線における類似設備の抽

出を行った。 

・対策方法としては、長幹支持がいしを懸垂がいしや有機がいしに変

更する方法を検討する。 

 

【評価対象線路と類似設備箇所数】 

対策線路名 対策基数 対策期間 

500kV 新新潟幹線 

（全 214 基） 
0 基

暫定対策：－ 

本 対 策：－ 

500kV 南新潟幹線 

（全 201 基） 
0 基

暫定対策：－ 

本 対 策：－ 

275kV 東海原子力線 

（全 44 基） 
16 基

暫定対策：－ 

本 対 策：H23.5 ～ H23.12

275kV 原研那珂線 

（全 4基） 
0 基

暫定対策：－ 

本 対 策：－ 

154kV 原子力線 

（全 8基） 
0 基

暫定対策：－ 

本 対 策：－ 

154kV 村松線 

（全 38 基） 
1 基

暫定対策：－ 

本 対 策：H23.5 ～ H23.12

154kV 村松北線 

（全 1基） 
0 基

暫定対策：－ 

本 対 策：－ 

 

【対策スケジュール】 

項 目 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

耐震設計         

性能確認 

試験 

        

製 造         

改修工事         
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４．３ 基礎の安定性について 

一般に、送電線ルートは、ルート選定の段階から、地滑り地域等を

極力回避するルートを選定しており、地震による鉄塔敷地周辺の影響

による被害の最小化を図っている。また、やむを得ずこのような地域

を経過する場合には、個別に詳細調査を実施し、基礎の安定性を検討

して基礎型を選定する等の対策を実施している。 

しかしながら、今回の地震においても二次的被害による鉄塔倒壊が

発生しているため、更に送電設備の信頼性を向上させるには、４．２

で評価したとおり、鉄塔敷地周辺の影響による基礎の安定性について

検討する必要がある。 

 

(1) 評価項目 

二次的被害を引き起こす要因としては、今回の地震の盛土崩壊の他

に、地滑り、急傾斜地の土砂崩壊が考えられる。そこで、以下の 3項目

について評価を行う。 

 

① 盛土の崩壊 

送電鉄塔近傍に大規模な盛土がある箇所を抽出し、リスクを評価

する。 

② 地滑り 

地滑り防止地区、地滑り危険箇所、地滑り地形分布図をもとに地滑

りの可能性がある箇所を抽出し、リスクを評価する。 

③ 急傾斜地の土砂崩壊 

急傾斜地で土砂崩壊が発生する可能性がある箇所を抽出し、リス

クを評価する。 
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(2) 評価対象線路と基数 

 

対象線路名 対象基数 評価期間 ※ 

500kV 新新潟幹線 

（全 214 基） 
214 基

評価期間：H23.5 ～ H23.8 

（対策期間）H23.9 ～  

500kV 南新潟幹線 

（全 201 基） 
201 基

評価期間：H23.5 ～ H23.8 

（対策期間）H23.9 ～  

275kV 東海原子力線 

（全 44 基） 
44 基

評価期間：H23.5 ～ H23.8 

（対策期間）H23.9 ～  

275kV 原研那珂線 

（全 4基） 
4 基

評価期間：H23.5 ～ H23.8 

（対策期間）H23.9 ～  

154kV 原子力線 

（全 8基） 
8 基

評価期間：H23.5 ～ H23.8 

（対策期間）H23.9 ～  

154kV 村松線 

（全 38 基） 
38 基

評価期間：H23.5 ～ H23.8 

（対策期間）H23.9 ～  

154kV 村松北線 

（全 1基） 
1 基

評価期間：H23.5 ～ H23.8 

（対策期間）H23.9～  

 

(3) スケジュール 

 

項 目 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月以降

図面等によ 

る対象抽出 

      

現地確認等 
      

リスク評価 
      

対策設計 

・対策工 
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５．原子力発電所の開閉所等の津波対策（指示事項４） 

  

５．１ 柏崎刈羽原子力発電所における開閉所等の津波対策について 

原子力発電所の開閉所等の電気設備について、屋内施設としての設置、

水密化など、津波による影響を防止するための対策を講じる。 

なお、本対策の実施に際しては、平成 23 年 3 月 30 日の経済産業大臣

指示による緊急安全対策を着実に進めているところであり、既に実施し

ている電源車の配備等により、原子炉毎の冷却機能に必要となる電源の

信頼性は担保できると考えていることから、今般、更なる信頼性向上の

観点から、今後の津波対策とあわせ検討・実施していく。 

 

５．２ 電気設備浸水対策における対象設備 

対象設備は、外部電源、および今後配備するガスタービン発電機車か

らの電力を受電するために必要な電気設備とする。 

ただし、高台に設置されており、津波の影響がないと予想されるもの

は対象設備から除外する。 

具体的な電気設備は以下のとおり。 

（なお、外部電源を受電する開閉所設備は高台に設置されており、設置

レベルは海抜 13.2ｍ以上である。また、ガスタービン発電機車につい

ても高台へ配備する。） 

 ａ．開閉所設備 

500kVＧＩＳ，154kV 開閉器，66kVＧＩＳ 

ｂ．高起動変圧器 

ｃ．工事用変圧器 

ｄ．緊急用Ｍ／Ｃ等の配電盤（今後設置予定） 

 

５．３ 電気設備の浸水対策 

電気設備浸水対策の検討にあたっては、柏崎刈羽原子力発電所の緊急

安全対策における浸水防止措置を参考に、「福島第一事故を踏まえ考慮

すべき浸水高さ」として、ＴＰ＋13.2ｍ（土木学会手法による平成１４

年の柏崎刈羽原子力発電所の津波評価値ＴＰ＋3.7ｍに 9.5ｍを加えた

もの）を考慮しても問題ないものとすることとした。 

なお、外部電源を受電する開閉所設備は高台（設置レベルは海抜 13.2

ｍ以上）に設置されているが、さらなる信頼性確保に向けた対策を検討

することとした。 

 
23



 

15 

 （柏崎刈羽原子力発電所共通） 

 対象設備 対策内容 対策時期 

発電所全体 海岸前面に防潮堤等の設置 平成 25 年度

第１四半期

頃 

開閉所設備 開閉所（66kV、500kV）に防潮壁

等の設置 

平成 24 年度

下期頃 

変圧器 高起動変圧器に防潮壁等の設置

（開閉所設備と合わせて実施） 

平成 24 年度

下期頃 

Ｍ／Ｃ等電源盤 原子炉建屋等の水密扉化 平成 24 年度

下期頃 

１～７ 

号機 

緊急用高圧配電

盤，ケーブル 

（新設） 

緊急用高圧配電盤の新設、及び

原子炉建屋内非常用高圧配電盤

への常設ケーブルの布設 

平成 24 年度

上期頃 

 

（１）防潮堤の設置 

海岸前面に設置する防潮堤により津波の浸入・衝撃を回避し、敷地内

にある建物・構築物等（開閉所設備を含む）を防御する。 

 

【津波に対する裕度向上イメージ図】 

     

（擁壁タイプ）      （盛土タイプ） 

【防潮堤イメージ図】 
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（２）防潮壁等の設置 

津波浸入を防ぐための対策として防潮壁等を設置し、電源設備や非常

用ディーゼル発電機などの安全上重要な設備が設置されている原子炉

建屋内や、開閉所等への津波の浸水を防止する。 

 

防潮壁（新設）

防潮壁（新設）

防水扉（新設） 

津波対策後 現状 

 

【原子炉建屋への防潮壁イメージ図】 
 

500kV開閉所

土捨場

（展望台）
１号機

６号機
５号機

７号機 ３号機

２号機

４号機

純水タンク純水タンク

水処理建屋
原子炉建屋

給水建屋 66kV開閉所

：防潮壁等

：防潮堤等

池 500kV開閉所

土捨場

（展望台）
１号機

６号機
５号機

７号機 ３号機

２号機

４号機

純水タンク純水タンク

水処理建屋
原子炉建屋

給水建屋 66kV開閉所

：防潮壁等

：防潮堤等

：防潮壁等

：防潮堤等

池

 
【防潮壁等の設置イメージ図（平面図）】 

 

 

（３）原子炉建屋等の水密扉化 

原子炉建屋等の水密扉化を実施し、建屋内にあり、原子炉の冷温停止

に必要となる非常用高圧配電盤や非常用低圧配電盤等への浸水を防止

する。 
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（４）緊急用高圧配電盤（以下、緊急用Ｍ／Ｃ）の新設及び原子炉建屋内

非常用高圧配電盤（以下、非常用Ｍ／Ｃ）への常設ケーブルの布設 

全交流電源喪失時における電源復旧対応の迅速化を図るため、緊急用

Ｍ／Ｃから各号機（１～７号機）の非常用Ｍ／Ｃへ常設ケーブルを布設

し、緊急用の電源供給ラインを常時確保し、残留熱除去系ポンプ等に電

力を安定供給できるようにする。このケーブルが建屋を貫通する箇所に

ついては水密化を図ることとする。なお、この緊急用Ｍ／Ｃは高台に設

置することから、津波による影響を受けないものと想定している。 

 

66kV母線

外
部
電
源

外
部
電
源

工事用変圧器

（66kV／6.9kV）

緊急用

高圧配電盤

原子炉建屋

非常用高圧配電盤

（C系） 残留熱除去系

（A系）

ガスタービン発電機車
電動機

66kV開閉所

変圧器

6.9kV／480V

非常用低圧配電盤

（C系）

ガスタービン発電機車

66kV母線

外
部
電
源

外
部
電
源

工事用変圧器

（66kV／6.9kV）

緊急用

高圧配電盤

原子炉建屋

非常用高圧配電盤

（C系） 残留熱除去系

（A系）

ガスタービン発電機車
電動機電動機電動機

66kV開閉所

変圧器

6.9kV／480V

非常用低圧配電盤

（C系）

ガスタービン発電機車

 

【緊急用高圧配電盤を介した電源確保イメージ図】 
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以上のとおり、開閉所等の電気設備について、防潮堤の設置、防潮壁等の設

置により発電所敷地内への津波の浸水防止をはかるとともに、66kV 開閉所～

緊急用Ｍ／Ｃ～非常用Ｍ／Ｃ（各号機）の電源供給ラインを常設することによ

り、残留熱除去系ポンプ等に電力を供給するラインを常時確保する対策を実施

する計画である。 
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６．まとめ 

本書では、外部電源の信頼性の確保に関する対応について、以上の通り実施

状況を報告した。今後実施を予定するものについては、着実に取り組んでいく。 

当社は今後も、外部電源の信頼性の更なる向上について、真摯に取り組んで

いく所存である。 

 

 

以 上 
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「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」の進捗状況について 

 

平成 23 年 5 月 17 日 

東京電力株式会社 

 

当社は、平成 23 年３月 11 日（金）に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う

福島第一原子力発電所の事故に関し、事態の収束に全力を挙げて取り組んでお

り、４月 17 日には、事故の収束に向けた、当面の道筋を取りまとめました。 

（平成 23 年 4 月 17 日お知らせ済み） 

 

本日、事故の収束に向けた道筋をお示ししてから一ヵ月が経過したことから、

現在の進捗状況につきまして、取りまとめましたので、お知らせいたします。 

 

詳細は、別紙の通りです。 

 

 このたびの福島第一原子力発電所の事故により、広く社会の皆さまに大変な

ご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお詫び申し上げますと

ともに、引き続き、事態の収束に向け全力を挙げて取り組んでまいります。 

 

以 上 
 

添付資料 
・ 資料１ 当面の取り組み（課題／目標／主な対策）のロードマップ 

 5/17 改訂版 
・ 資料２ 対策別取り組み状況 
・ 参考  課題別取り組み状況（写真・図面集） 
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平成 23 年 5 月 17 日 
東京電力株式会社 

「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」の進捗状況について 
 

4 月 17 日に公表した「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」から１ヶ月が経過した進捗は以下のとおり。 
循環注水冷却のイメージ  

仮設防潮堤のイメージ

１． 基本的考え方（変更なし） 
原子炉および使用済燃料プールの安定的冷却状態を確立し、放射性物質の放出を

抑制することで、避難されている方々のご帰宅の実現および国民の皆さまが安心して生

活いただけるよう全力で取り組む 
 

２． 目標（変更なし） 
 基本的考え方を踏まえ、前回に目標として設定した 2 つのステップに変更なし。 

ステップ 1： 放射線量が着実に減少傾向となっている 
ステップ 2： 放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている 

（注） ステップ 2 以降は「中期的課題」として整理  
 目標達成時期については、引き続き様々な不確定要素やリスクがあるが、前回に設定

した以下の目安に変更なし。 
ステップ 1： 7 月中旬を目途 
ステップ 2： 3～6 ヶ月程度 （ステップ 1 終了後） 

 
３． 1 ヶ月の総括と今後の取組み（主な変更点） 
① 分野と課題の追加 

・ 前回公表時には、3 つの分野（「冷却」、「抑制」、「除染・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ」）と 5 つの課題（「原

子炉」、「燃料ﾌﾟｰﾙ」、「滞留水」、「大気・土壌」、「測定・低減・公表」）を設定。 
・ この 1 ヶ月での取り組みを反映し、2 つの分野（「余震対策等」と「環境改善」）と 3 つの

課題（「地下水」、「津波・補強・他」、「生活・職場環境」）を追加し、5 つの分野と 8 つの

課題に再整理。 
・ これに伴い、課題への対策数は 76（前回 63）に増加。 

 
② 「課題(1)原子炉」：冷却水の漏洩による優先対策の見直し 

・ 作業環境を整備後、1 号機の原子炉建屋に入り、計装類（原子炉水位等）の校正及

び建屋内状況を確認。 
・ その結果、2 号機に加えて、1 号機でも格納容器から冷却水の漏洩が判明。3 号機で

も同様のリスクあり。 
・ このため、ステップ 2 での「冷温停止状態」に向けた主対策として、建屋等に滞留する

汚染水（滞留水）を処理して原子炉注水のために再利用する「循環注水冷却（右上図）」

の確立を、冠水作業（燃料域上部まで格納容器を水で満たすこと）に先んじて実施す

るよう見直し。 

③ 「課題(2)燃料プール」：対策

を前倒し 
・ 比較的順調に作業が進展。

1・3･4 号機燃料プールの注

水等に利用してきた「“キリ

ン”等の遠隔操作化」を前倒

しで実施。ステップ 2 で予定

していた燃料プールの熱交

換器設置もステップ１での実施が可能な見込み。 
 
④ 「課題(3)滞留水」：処理施設の運転開始までは増加 

・ 1号機の原子炉建屋内で新たに見つかるなど、滞留水は増加傾向。保管場所の追加

で対応しているが、処理施設の運転開始と「循環注水冷却」の早期確立による滞留

水の抑制が重要。 
・ 同時に海洋汚染拡大防止に向けた対策を強化。 

別添『当面の取組（課題/目標/主な対策）のロードマップ』ご参照 ・ また、新たに地下水の汚染拡大の防止を課題として抽出。「サブドレン保管管理」お

よび「地下水の遮へい工法」の検討などの諸対策を追加。 
 

⑤ 「課題(7)余震・津波」：対策を強化 
・ 予断を許さない余震や津波についても課題とし

て再設定。 
・ これまでに実施した「電源の多重化」、「非常用

電源等の高台への移設」、「原子炉への注水ライ

ンの多重化」に加え、「仮設防潮堤の設置」につ

いても道筋での対策として明記。 
・ また、4 号機の燃料プールに加え、各号機での補

強工事も検討に着手。 
 

⑥ 「課題(8)生活・職場環境」：一歩ずつ改善へ 
・ 夏場に向けた作業員の環境改善に着手したことを踏まえ、分野・課題として追加。 
・ これまでに実施してきた「食事の改善」や「休憩施設の設置」に加えた必要な追加策

を進める。 
 

以上 
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当面の取組み（課題／目標／主な対策）のロードマップ
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放射性レベルの低

 
い水の保管
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土
壌
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定

(

６) 

低
減

公
表

中期的課題ステップ２
(ステップ１終了後3～6ヶ月程度)

ステップ１（3ヶ月程度）

地下水の遮へいの構築

保管／処理施設拡充
（
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）
滞
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水
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染

Ⅲ
．
モ
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タ

リ
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グ

瓦礫の撤去

最小限の注水による燃料冷却（注水冷却）

構造材の腐食破損防止

飛散防止剤の散布

原子炉建屋コンテナ設置

熱交換機能の検討／実施

注入操作の遠隔操作

循環冷却システム（熱交換器の設置）

保管／処理施設の設置

燃料の取り出し

放射性レベルの

 
高い水の移動

保管施設の設置／除染処理

窒素充填

よ
り
安
定
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な
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汚
染
水
全
体
の
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減

注入操作の信頼性向上／遠隔操作 安
定
的
な

冷
却

原子炉建屋カバーの設置（換気システム付）

除染／塩分処理(再利用)等

本格的水処理施設の設置

環境の安全性を継続確

 
認・お知らせ

避難指示/計画的避難/緊急時避難

 
準備区域の放射線量を十分に低減

発電所内外の放射線量のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ拡大・充実
はやく正しくお知らせ

Ⅰ
．

 
冷
却

課題

各号機の補強工事の検討／実施(4号機燃料ﾌﾟｰﾙ)支持構造物の設置 各号機の補強工事

(

４)

地
下
水

Ⅱ
．

 
抑
制

地下水の汚染拡大防止(保管／処理施設拡充計画にあわせてｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ管理)

海洋汚染拡大防止

保
管
場
所
の
確
保 海洋汚染拡大防止（継続）

作業員の生活・職場環境の改善

余震・津波対策の拡充、多様な放射線遮へい対策の準備
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環
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改
善

格納容器冠水格納容器漏洩箇所の密閉の検討／実施

循環注水冷却の確立

赤字：前回からの追加点、青字：変更点

現時点（5/17）

地下水の遮へい工法の検討

熱交換機能の確保作業環境改善

※一部前倒し

※前倒し

建屋内滞留水の処理完了

汚染土壌の固化等

淡
水
注
入

安
定
的
な
冷
却

※一部前倒し

資料１ ①
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P P

発電所内における主な対策の概要図
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水処理施設
（除染/塩分処理）

圧力抑制室

原子炉
圧力
容器

原子炉
格納容器

タービン建屋

熱交換器

配管

P ポンプ

熱交換器、水処理施設

蒸気タービン

復水器

タンク

P

燃料域上部まで水で満たす（対策3・9）

使用済燃料プールの循環冷却（対策23・24・25・27）

原子炉建屋カバー（対策5・50・54・55）

格納容器ベント（フィルタ活用）（対策10）

熱交換器設置（対策13）

飛散防止剤の散布（対策47・48・52）
瓦礫の撤去（対策49・53）
汚染土壌対策の検討（対策51）

高レベル水流出の
再発防止（対策29）

海洋汚染拡大防止

 

（対策64）

高レベル水の閉じ込め
（対策65）

高レベル水を処理（対策31・34・38・41・43・44）

追設タンク

漏洩箇所密閉（対策6・16）

低レベル水の保管/処理
（対策33・35・40・46）

高レベル水の保管
（対策30・32・37・39・42）

保管：ﾀﾝｸ、ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄ、ﾊﾞｰｼﾞ船
処理：ゼオライトによる除染

ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ汲み上げ後処理（対策36）

原子炉建屋窒素充填（対策2・１1・15）

蒸気/プール水のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞと放射性物質測定（対策19）使用済燃料プールへの
外部から放水冷却（対策18・22・28）

タンクローリー

P

P

集中廃棄物処理建屋

最小限の注水による冷却（対策7・12・14）
処理水の再利用（対策45）

（循環注水冷却の確立）

耐震性の評価（対策20）、監視・継続（対策21）
(4号機)燃料プール底部の支持構造物設置（対策26）

P

赤字は前回からの追加対策

地下水の汚染拡大の
防止（対策66・67）

地下水の遮へい工法
検討（対策68）

外部系統電源の多様化（対策8）
津波対策の拡充（対策69・70）
各号機の補強工事の検討（対策71）
多様な放射線遮へい（対策72・73）

原子炉による蒸気発生量の低減（対策4）
必要に応じステップ1での諸対策を維持・強化(対策17)

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ継続・強化（対策55～62）
必要な線量低減策検討（対策63）作業員の生活・職場環境の改善（対策74・75）

作業環境改善（対策76）

本格的建屋コンテナ詳細設計着手（対策56）

ポンプで淡水注入（対策1）

②
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諸対策の取り組み状況（その１）

＜ステップ１（

 

7月中旬を目途）＞：放射線量が着実に減少傾向となっている

熱交換機能の確保【対策13】
・二次系工事着手(5/13)

窒素充填【対策11】(4/6～)

Ⅰ
．

 
冷
却

課題

作業環境改善【対策76】
・瓦礫撤去、線量確認、建屋入域（5/9）

１
号
機

2
号
機

（1
）
原

 
子

 
炉

3
号
機

現時点（5/17）
号機

凡例 ：現場工事中 ：現場着手 ：現場未着手：実施開始済

最小限の注水による燃料冷却（注水冷却）【対策14】

滞留水再利用の検討／準備【対策12・45※】

格納容器冠水【対策9】漏洩箇所の密閉【対策16】

（
１

 
）
原

 
子

 
炉

循環注水冷却の確立
【対策12・14・45※】

ｽﾃｯﾌﾟ2
へ継続

熱交換機能の確保【対策13】

窒素充填【対策11】

作業環境改善【対策76】
・瓦礫撤去、線量確認、建屋入域準備

最小限の注水による燃料冷却（注水冷却）【対策14】

格納容器冠水【対策9】漏洩箇所の密閉【対策16】

※（対策45はステップ２からの前倒し実施）

循環注水冷却の確立
【対策12・14・45※】

ｽﾃｯﾌﾟ2
へ継続

熱交換機能の確保【対策13】

窒素充填【対策11】

作業環境改善【対策76】
・線量確認、建屋入域準備

最小限の注水による燃料冷却（注水冷却）【対策14】

格納容器冠水【対策9】

循環注水冷却の確立
【対策12・14・45※】

ｽﾃｯﾌﾟ2
へ継続

目
標
①
②

 
安
定
的
な
冷
却

格納容器の漏洩箇所の密閉方法の検討【対策6】

赤数字は追加した対策

滞留水再利用の検討／準備【対策12・45※】

滞留水再利用の検討／準備【対策12・45※】

漏洩箇所の密閉【対策16】

③
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諸対策の取り組み状況（その２）

＜ステップ１（

 

7月中旬を目途）＞：放射線量が着実に減少傾向となっている

Ⅰ
．

 
冷
却

１
号
機

2
号
機

（1
）
原

 
子

 
炉

3
号
機

（
２

 
）
燃

 
料

 
プ

 
ー

 
ル

4
号
機

“キリン”等による注水の継続【対策22】
・信頼性向上：ﾎｰｽの耐久性向上
・線量低減対策：遠隔操作化

“キリン”等による注水の継続【対策22】
・信頼性向上：ﾎｰｽの耐久性向上
・線量低減対策：遠隔操作化

“キリン”等による注水の継続【対策22】
・信頼性向上：ﾎｰｽの耐久性向上
・線量低減対策：遠隔操作化

現時点（5/17）
号機課題

通常のﾗｲﾝによる注水の復旧【対策23】

熱交換器の設置【対策25・27※】

熱交換器の設置【対策25・27※】

通常のﾗｲﾝによる注水の復旧【対策24】
・キリン等による水位計測で系統健全性確認（5/8～15）
・通常のﾗｲﾝから注水(5/16～)

熱交換器の設置【対策25・27※】

通常のﾗｲﾝによる注水の復旧【対策24】
・現場調査を実施中（～5月下旬）

・瓦礫撤去中。撤去次第、復旧工事着手
熱交換器の設置【対策25・27※】

通常のﾗｲﾝによる注水の復旧【対策24】
・γカメラ、ロボットによる線量測定(4/30～5/6)
・フラッシング／遮へい設置による作業線量低減(5/11～15)

熱交換器の設置

 

イメージ

燃料ﾌﾟｰﾙへ

燃料ﾌﾟｰﾙから

熱交換器

凡例 ：現場工事中 ：現場着手 ：現場未着手：実施開始済

据付工事製作・輸送
検討・設計

据付工事製作・輸送
検討・設計

据付工事製作・輸送
検討・設計

据付工事製作・輸送
検討・設計

目
標
④

 
安
定
的
な
冷
却

※（対策２７はステップ２からの前倒し実施）

※（対策２７はステップ２からの前倒し実施）

※（対策２７はステップ２からの前倒し実施）

※（対策２７はステップ２からの前倒し実施）

赤数字は追加した対策
④
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建屋内汚染水の排除・処理継続
【対策38・43・45※】

処理施設の設置【対策38】

十分な保管場所の確保の継続【対策37・39・42※】

・タンク設置［処理水受用］6月下旬：約28,000トン、地下ﾀﾝｸ設置箇所の敷地整備中 (5/16~ｽﾃｯﾌﾟ2)

十分な保管場所の確保【対策37・39】
・集中廃棄物処理建屋（プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋）内に止水確認後、移送

・タンクの設置

 

［処理水受用］5/10：約11,000トン

諸対策の取り組み状況（その３）

＜ステップ1（7月中旬を目途）＞：放射線量が着実に減少傾向となっている

（
３

 
）
滞

 
留

 
水

Ⅱ
．

 
抑
制

移送（２号機立抗→プロセス主建屋）

止水確認等（高温焼却炉建屋）

【高レベル】

【低レベル】

目
標
⑦

 
低
レ
ベ
ル
水
の
保
管
・処
理

現時点（5/17）
課題

保管容量の拡充・汚染水除染の継続【対策40・41】
・タンクの設置（5月中旬6,200トン、5月下旬：6,400ﾄﾝ、6月上旬：3,600ﾄﾝ）、

メガフロート（5月下旬：10,000ﾄﾝ）、バージ船（6月下旬：1,200ﾄﾝと1,000ﾄﾝ）
・除染剤（ゼオライト）の本格運用開始（5月下旬～）

保管容量の拡充・汚染水除染【対策40・41】
・タンクの設置（5/8：2,200ﾄﾝ）
・除染剤（ゼオライト）の利用：試験運用実施(5/3～）

（
４

 
）
地

 
下

 
水

地下水の汚染拡大の防止策の実施【対策67】地下水の汚染拡大の防止策の検討
【対策66】 サブドレンポンプの復旧（6月中旬目途）

保管／処理施設拡充計画にあわせてサブドレン管理（~ｽﾃｯﾌﾟ2）

高レベル水の閉じ込め【対策65】
・2,3号機ﾀｰﾋﾞﾝﾄﾚﾝﾁ立坑の閉鎖（5月末目途）

海洋汚染拡大防止の継続【対策64】
・循環型浄化装置の設置（5月末目途）、鋼管矢板設置予定（~ｽﾃｯﾌﾟ2）

海洋汚染拡大防止策の検討
【対策64】

 

・ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ設置

メガフロート

移送（３号機タービン建屋→高温焼却炉建屋）

除染装置据付処理水受タンク

運転：処理水は再利用（~ｽﾃｯﾌﾟ2）

地下タンク

検討・設計

目
標
⑥

 
高
レ
ベ
ル
水
の
十
分
な
保
管
場
所
確
保

※（対策43・45はステップ２からの前倒し実施）

地下水の遮へい工法の検討【対策68】（~ｽﾃｯﾌﾟ2）

目
標
⑬

 
海
洋
へ
の

汚
染
拡
大
の
防
止

ゼオライトによる水処理

凡例 ：現場工事中 ：現場着手 ：現場未着手：実施開始済

※（対策４２はステップ２からの前倒し実施）

製作・輸送
除染／塩分処理装置据付工事

試運転

 

（6月中旬処理開始）

赤数字は追加した対策
⑤
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作業員の生活・職場環境の改善の継続・拡大【対策75】（～ステップ2）

諸対策の取り組み状況（その４）

＜ステップ1（7月中旬を目途）＞：放射線量が着実に減少傾向となっている

（
５

 
）
大

 
気

 
・土

 
壌

Ⅱ
．

 
抑
制

原子炉建屋カバーの設置【対策54】
・1号機：準備工事着手（5/13～）

・3,4号機：現在設計中（~ステップ2）

Ⅲ
．

 
除
染
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

（
６

 
）
測

 
定

 
・低

 
減

 
・
公

 
表

モニタリング拡大・充実、公表【対策60・61】（~ｽﾃｯﾌﾟ2）

・発電所敷地内外のモニタリングを継続実施

現時点（5/17）

現地工事（準備工事含む）（～ステップ2）
調達・製作

設計

目
標
⑪

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
拡
大
・充
実
等

飛散防止剤の散布の継続【対策52】（~ｽﾃｯﾌﾟ2）

・平面及び法面：約42万㎡（~6月末）
・1~4号機建物周り：約12万㎡（~5月末）

飛散防止剤の散布【対策52】
・平面及び法面約10.5万m2（5/12実績）
・1~4号機建物周り約4.9万m2（5/12実績）

瓦礫の撤去【対策53】

 

（4/6～ ｽﾃｯﾌﾟ2 ）
・約4m3のコンテナ127個分回収(5/10実績)

（７

 
）
津

 
波

 
・補

 
強

 
・他

Ⅳ
．
余
震
対
策
等

課題

7月以降

 

仮設寮へ順次移動

仮設寮順次増設

現場休憩施設増設

作業員の生活・職場環境の改善【対策74】

津波対策の拡充【対策70】
・仮設防潮堤の設置

津波対策【対策69】
・高台に非常用仮設電源移動（4/15）
・注水ﾗｲﾝの多重化（~4/15）、高台に消防車等設置（~4/18）

現場休憩施設増設・既存施設復旧

仮設寮整備
宿泊環境整備

食事の改善

現場休憩施設設置（約600m2）

【陸域】
・20km圏内のモニタリング実施：

①文科省、電力支援チーム、
当社と共同で空間線量率128地点、
ダスト濃度12地点実施（4/18）

②電力支援チームによる空間線量率
50地点（5/6～、毎週1回）

・1号機建屋入域時（二重扉開放時）に、
3～5km圏5点実施（5/8,9）

（右図は10km近辺までの採取ポイント）

【海域】
・福島県側の海水16点（4/17時点）

から海水22点（5/5～）と海底土2点
（4/29~）に強化

・茨城県側の海水5点を開始（4/29～）

（右図は30km近辺までの採取ポイント）

（
８

 

）
生

 

活

 

・
職

 

場

 

環

 

境

多様な放射線遮へい対策の継続【対策73】

 

（～ステップ2）多様な放射線遮へい対策の準備【対策72】(ｽﾗﾘｰの利用)
・配管工事完了、ﾎﾟﾝﾌﾟ車配備（5/17）

Ⅴ
．
環
境
改
善

目
標
⑨

 
放
射
性
物
質
の
飛
散
防
止

各号機の補強工事の検討／実施【対策71】
（~ｽﾃｯﾌﾟ2）

（4号機）燃料ﾌﾟｰﾙ底部に支持構造物を設置【対策26】
・構造物健全性を解析評価済、瓦礫撤去後、工事着手（5/23頃）

数字上段：地点番号
数字下段：空間線量率

目
標
⑮

災
害
の
拡
大
防
止

：海水採取点
：海水・海底土採取点

生活用水利用可能量増量

目
標
⑰

環
境
改
善
の
充
実

生活用水確保

凡例 ：現場工事中 ：現場着手 ：現場未着手：実施開始済

建屋カバー

赤数字は追加した対策
⑥
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平成22年度決算について 

 

平成 23 年５月 20 日 

東京電力株式会社 

 

平成 22 年度の売上高は、前年度比 7.0％増の 5 兆 3,685 億円（単独では同 7.1％増の 

5兆1,463億円）、経常利益は3,176億円（単独では2,710億円）となりました。   

また、当期純損益は、東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用

または損失1 兆 204 億円（単独では1 兆 175 億円）に加え、資産除去債務に関する会計

基準の適用に伴う影響額 571 億円（単独では 566 億円）を特別損失に計上したことや、

繰延税金資産の取崩しなどに伴い法人税等を4,784億円（単独では4,492億円）計上した

ことなどから1兆2,473億円の損失（単独では1兆2,585億円の損失）となりました。 

 

 販売電力量は、６～９月の気温が前年に比べ高く推移し、冷房需要が増加したことなど

から、前年度比4.7％増の2,934億kWhとなりました。 

内訳としては、電灯は前年度比 7.6％増の 1,034 億 kWh、電力は同 6.9％増の 122 億

kWh、特定規模需要は同3.0％増の1,778億kWhとなりました。 

 

収入面では、電気事業において、販売電力量が増加したことなどにより、電気料収入は

前年度比6.5％増の4兆7,965 億円となりました。これに地帯間販売電力料や他社販売電

力料などを加えた売上高は、前年度比7.0％増の5 兆 3,685 億円（単独では同7.1％増の

5兆1,463億円）、経常収益は同7.0％増の5兆4,448億円（単独では 同7.2％増の5兆

2,035億円）となりました。 

 

一方、支出面では、電気事業において、燃料価格の上昇などにより燃料費が増加したこ

となどから、経常費用は前年度比 5.0％増の 5 兆 1,271 億円（単独では同 5.1％増の  

4兆9,324億円）となりました。 

 

以 上 
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 決算概要  

 

◆連結決算
　                                                         　　　(単位：億円)

22年度 21年度 比　較

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ(%)

 

 

 

   

△

 

△  △

 

△  △
(注１)ROA：営業利益／平均総資産　　ROE：当期純損益／平均自己資本
(注２)22年度：連結子会社数 168社 　持分法適用関連会社数 70社

21年度：連結子会社数 169社 　持分法適用関連会社数 63社

◆単独決算
　                                                         　　　(単位：億円)

22年度 21年度 比　較

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ(%)

 

 

 

   

  

△  △

 

△  △
(注) ROA：営業利益／平均総資産　　ROE：当期純損益／平均自己資本

◆販売電力量
(単位：億kWh)

22年度 21年度 比　較

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ(%)

 
 

 
 

 
 

( ) ( ) (  ) ( )

  
 

◆配当状況

 配当金総額 配当性向(%)

（年間） （連結）

23年３月期 30.00
 

22年３月期 60.00

－

30.00 30.00 81,003 60.5

30.00 0.00 40,500

104.7

 
１株当たりの年間配当金（円）

中　間 期　末

合         　　計 2,934 2,802 132

103.0

(再掲)大 口 電 力 820 783 36 104.6

特 定 規 模 需 要 1,778 1,727 51

107.6

電　     　 　 力 122 114 8 106.9

電　 　 　  　 灯 1,034 961 73

78.3 － ＲＯＥ (自己資本利益率) 73.5 4.8

－

 ＲＯＡ (総資産利益率 ) 2.7 2.0 0.7 －

当 期 純 損 益 12,585 1,023 13,608

特 別 損 失 10,742 － 10,742 －

105.1

経 常 利 益 2,710 1,586 1,124 170.9

経 常 費 用 49,324 46,940 2,383

107.1

経 常 収 益 52,035 48,527 3,508 107.2

売 上 高 51,463 48,044 3,418

67.5 － ＲＯＥ (自己資本利益率) 62.0 5.5

－

当 期 純 損 益 12,473 1,337

( 総資産利益率 ) 2.9 2.1 0.8 ＲＯＡ

－

経 常 利 益 3,176

特 別 利 益 107－

2,043

特 別 損 失 10,776 － 10,776

107.0

経 常 収 益 54,448 50,894

53,685 50,162 3,522

107.0

13,811

－

51,271 2,42048,851

売 上 高

3,553

経 常 費 用 105.0

155.51,133

107 －

(百万円)
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   収支比較表（当社単独）  

 

22  年  度 21  年  度

( 億円 ) ( 億円 ) ( 億円 ) ( ％ )

（　売　上　高　） ( 51,463 ) ( 48,044 ) ( 3,418 ) ( 107.1 ) ( 98.9 ) ( 99.0 )

電 灯 料 21,678 20,086 1,592 107.9 41.7 41.4

電 力 料 26,287 24,959 1,327 105.3 50.5 51.4

小　　　計 47,965 45,045 2,919 106.5 92.2 92.8

そ の 他 4,069 3,481 588 116.9 7.8 7.2

計 52,035 48,527 3,508 107.2 100.0 100.0

人 件 費 4,311 4,813 △ 501 89.6 8.7 10.2

燃 料 費 14,821 11,926 2,895 124.3 30.0 25.4

修 繕 費 4,120 3,739 381 110.2 8.4 8.0

減 価 償 却 費 6,556 7,098 △ 541 92.4 13.3 15.1

購 入 電 力 料 7,035 7,224 △ 189 97.4 14.3 15.4

支 払 利 息 1,244 1,295 △ 51 96.0 2.5 2.8

租 税 公 課 3,259 3,128 130 104.2 6.6 6.7

原子力ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ費用 1,474 1,385 89 106.5 3.0 2.9

そ の 他 6,499 6,328 170 102.7 13.2 13.5

計 49,324 46,940 2,383 105.1 100.0 100.0

2,710 1,586 1,124 170.9

38 △ 84 122 - 

22 - 22 - 

10,742 - 10,742 - 

△ 8,092 1,670 △ 9,763 - 

4,492 647 3,845 694.3

△ 12,585 1,023 △ 13,608 - 

(注) 億円未満を切り捨てて表示しております。

経 常 利 益

渇 水 準 備 金

原子力発電工事償却準備金

（Ａ）－（Ｂ）（Ａ） （Ｂ）

経
　
　
常
　
　
収
　
　
益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 損 益

当 期 純 損 益

法 人 税 等

比　　　　較 構成比（％）

（Ａ）項　　　　　　目 （Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）

経
　
 
　
常
　
 
　
費
　
 
　
用

 

 
39



 4

 

 次期の見通し  

 
 
平成 23 年度の業績見通しについては、東北地方太平洋沖地震による被災の影響に  

より、今後の需給の動向を見極めることが困難であることなどから、売上高・経常損益・

当期純損益ともに未定としております。 

 今後、業績見通しがお示しできる状況となった段階で、速やかにお知らせいたします。 

 

 

＜通期の見通し＞ 

 連 結 単 独 

売 上 高 未定 未定 

経 常 損 益 未定 未定 

当 期 純 損 益 未定 未定 
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＜参考１＞ 

 

収支諸元表（単独） 

 

 22年度 

販 売 電 力 量 

（対前年度増減） 

2,934億kWh 

（4.7％増） 

原 油 価 格 (全 日 本 C I F ) 84.15㌦／ﾊﾞｰﾚﾙ 

為替レート（ ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ） 85.74円／㌦ 

原 子 力 設 備 利 用 率 55.3％ 

出 水 率 101.3％ 

影 響 額 

＜燃料費＞ 

・ＣＩＦ価格 １㌦／ﾊﾞｰﾚﾙ 

・為替レート １円／㌦ 

・原子力設備利用率 １％ 

＜支払利息＞ 

・金利 １％（長・短） 

 

 

約 150億円 

約 160億円 

約 110億円 

 

約 110億円 
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＜参考２＞ 

特別損失の内訳（単独） 

 

＜災害特別損失＞ 

内  訳 金  額 

○原子炉等の冷却や放射性物質の飛散防止等の安全性の確保等に要する

もの 
4,262億円

○ 福島第一原子力発電所１～４号機の廃止※１に関するもの 2,070億円

○福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所の原子炉

の安全な冷温停止状態を維持するため等に要するもの※２ 
2,118億円

○福島第一原子力発電所７・８号機の増設計画の中止※３に伴うもの 393億円

○火力発電所の復旧等に要するもの 497億円

○その他（流通設備等の復旧や資機材の輸送に要するものなど） 833億円

合  計 10,175億円

 

（注）現時点の合理的な見積額を計上している。 

 

  ※１ 平成23年５月20日開催の当社取締役会において廃止を決定した。 

  ※２  福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所は安全な冷温停止状態にある

が、詳細な調査を実施できていないため、当面の間安全な冷温停止状態を維持するため等

に要する措置を講じることとする。 

  ※３ 平成23年５月20日開催の当社取締役会において計画の中止を決定した。 

 

 

＜資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額＞              566億円 

 

以 上 
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当面の事業運営・合理化方針 

 

平成 23 年５月 20 日 

東京電力株式会社 

 

3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられた皆さまに、   

心よりお見舞いを申し上げます。 

また、地震・津波により当社の電力設備も甚大な被害を受ける中、福島第一原子力  

発電所の事故や、大幅な供給力不足からやむを得ず実施させていただいた計画停電等に

より、原子力発電所周辺地域の皆さまやお客さま、広く社会の皆さまに大変なご迷惑と

ご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。 

こうした未曾有の事態に対し、東京電力グループは、以下の方針のもと、福島第一  

原子力発電所事故の収束、原子力事故によりご迷惑をおかけしている皆さまへのお詫び

やご説明、原子力損害の補償、今夏における安定供給の確保等に、全力で取り組んで  

まいります。 

また、これらを確実に実行するため、抜本的な経営の効率化・合理化に、真摯に取り

組んでまいります。 

 

Ⅰ．当面の事業運営方針 

１．福島第一原子力発電所事故の収束  

一日も早く、事故により長期間にわたる避難生活を余儀なくされている皆さま

のご帰宅を実現し、国民の皆さまに安心して生活していただけるよう、「福島  

第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」に基づき、事故の収束に向けて、  

引き続き全力を挙げて取り組んでまいります。 

その実行体制を強化するため、６月に、「福島第一安定化センター」を設置  

いたします。 

（１）目標と当面の取り組み 

「ステップ１」（７月中旬目途）として「放射線量が着実に減少傾向となって

いる」こと、「ステップ２」（ステップ１終了後の３～６ヶ月程度）として「放射

性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」ことを目標として

設定しております。 

さらに、上記の各ステップにおける取り組みを、原子炉および使用済燃料  

プールの「冷却」、放射性物質の放出の「抑制」、「モニタリング・除染」に加え、

「余震対策等」「環境改善」の５分野に分類したうえで、それぞれに目標を設定

し、諸対策を同時並行的に進めてまいります。 

なお、これらを進めるにあたっては、福島第一原子力発電所における作業員の

安全・生活環境等に配慮してまいります。 
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（２）原子力発電所の安全確保・リスク管理の検証 

今回の事故を踏まえ、緊急時の電源確保や防潮堤の設置等、原子力発電所の 

安全確保対策を早急に実施するとともに、リスク管理について検証を行い、立地

地域をはじめ社会の皆さまの不安の解消に取り組んでまいります。 

 

２．原子力事故によりご迷惑をおかけしている皆さまへの対応 

このたびの事故によりご迷惑をおかけしている皆さまへのお詫びや、事故の 

収束に向けた取り組みのご説明等を丁寧に実施させていただくとともに、避難 

場所における支援活動等に誠心誠意取り組んでまいります。 

また、事故により被害を受けられた皆さまへの補償につきましては、原子力 

損害賠償制度のもとで、国の支援をいただきながら、公正かつ迅速に対応させて

いただきます。 

４月 28 日に開設した「福島原子力補償相談室」や「補償相談センター（コー

ルセンター）」、「地域の相談センター」（１都８県 12 拠点）を窓口として、仮払

補償金のお支払いや、原子力損害賠償紛争審査会が策定する指針を踏まえた対応

を行ってまいります。 

 

３．安定供給の確保 

供給力の確保に全力で取り組むことにより、今夏は７月末で 5,520 万 kW、  

８月末で5,620万 kWの供給力を確保できる見通しです。※ 

しかしながら、猛暑による需要の急増、経年火力の連続稼働に伴う計画外停止

等に備え、今後も需給両面で安定供給の確保に向けた様々な対策を行ってまいり

ます。 
※今夏の想定最大電力（発電端1日最大）：5,500万 kW 

（１）供給面の対策 

火力発電所等の震災による停止からの復旧や定期点検からの復帰、長期計画 

停止火力の運転再開、新たなガスタービンの設置に加え、自家発電設備の余剰 

電力購入、他の電力会社からの電力購入の拡大等、供給力対策を着実に実施して

まいります。 

あわせて、設備トラブルによる供給支障事故を回避するため、電源・流通設備

の確実な運転・保守や、的確な需給・系統運用等について、従来以上に細心の  

注意を払い実施してまいります。また、火力発電所の高稼働・増強等に伴い必要

となる燃料を確実に調達してまいります。 

今冬や来夏に向けた供給力確保策についても検討・実施してまいります。 
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（２）需要面の対策 

政府の電力需給緊急対策本部より５月 13 日に示された「夏期の電力需給対策

について」を踏まえ、今夏に向け、引き続きお客さまに節電へのご協力をお願い

してまいります。 

具体的には、法人のお客さまには、負荷抑制方策のご提案や需給調整契約  

ご加入のお願い等を実施いたします。また、家庭・個人のお客さまには、チラシ・   

インターネット等を通じて節電手法をご紹介するなどの対策を積極的に進めて

まいります。 

 

Ⅱ．経営合理化方針 

これらの施策を着実に実行するため、当社グループの事業について電気事業に

必要不可欠な資産構成・組織体制に絞ることを基本に、抜本的な経営の効率化・

合理化に取り組んでまいります。 

１．資産の売却 

当社グループ（当社・子会社）が保有する不動産について、電気事業の遂行に

必要不可欠なものを除き売却いたします。 

厚生施設（体育・宿泊施設等）を全廃するとともに、安定供給の確保を前提と

しつつ、事務所建物・ＰＲ施設などの売却等についても検討してまいります。 

また、有価証券や国内外の各事業について、電気事業の遂行に必要不可欠な 

ものを除き、原則売却・撤退いたします。 

可能なものから速やかに売却を進め、6,000億円以上の資金確保を目指します。 

２．投資・費用の削減 

投資について、電気事業の遂行に必要不可欠なものを除き実施しないことと 

いたします。また、安定供給・公衆安全・法令遵守を確保しうる範囲における  

修繕費の最大限の削減、システム・研究開発の大幅縮小等による諸経費の削減、

人件費の削減等、あらゆる費用を徹底的に抑制し、平成23年度において、5,000

億円以上の費用を削減いたします。 

このうち人件費に関しては、役員報酬の返上・減額（当分の間、代表取締役は

全額を返上、常務取締役は総報酬の 60％、執行役員は同 40％を減額）、社員の  

賃金・賞与の減額（平成23年度に、管理職は年俸の25％、一般職は年収の20％）

を実施するとともに（これらによる削減効果は年間約 540 億円）、更なる方策に

ついても検討いたします。 

 

 
45



 

３．組織・グループ体制・人員のスリム化 

あらゆる業務の抜本的な簡素化・効率化を進めるとともに、当社グループ全体

で本社等の管理間接機能を徹底的にスリム化することなどにより、組織を見直し

てまいります。 

具体的には、６月１日付けで「販売営業本部」を「お客さま本部」に改組、   

生活エネルギーセンター、新事業開発部を廃止するなど、営業、グループ事業等

に関する社内組織を見直すほか、今後も業務の見直しを踏まえた組織改編を  

検討・実施してまいります。 

また、グループの体制についても見直し、電気事業に必要不可欠なもの以外の

事業については、大幅に縮小・再編いたします。 

これらの取り組みを通じ、原子力事故の収束や、事故によりご迷惑をおかけし

ている皆さまへの対応等に必要となる人員（約 5,000 人）を、グループ全体で  

確保するとともに、こうした業務の状況を見極めた上で、人員削減の実施も検討

いたします。 

組織・グループ体制・人員のスリム化については、年内に詳細を取りまとめ、

お示しする予定です。 

 

本方針の策定・公表に伴い、中期経営方針「東京電力グループ中長期成長宣言 2020

ビジョン」は取り下げることといたします。 

 

以 上 
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福島第一原子力発電所１～４号機の廃止および 
同７・８号機の増設計画中止について 

 

平成 23 年５月 20 日 

東京電力株式会社 
 

平成 23年３月 11日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子

力発電所事故の影響で、原子力発電所周辺地域のみなさま、そして広く社会のみなさ

まに、大変なご心配とご迷惑をおかけしておりますことに対し、深くお詫び申し上げ

ます。 

 

当社は、本日開催の取締役会において、福島第一原子力発電所１～４号機の廃止お

よび、同７・８号機増設計画の中止を決定いたしました。 

 

福島第一原子力発電所は、東北地方太平洋沖地震および、その後の津波により大き

な被害を受けました。特に１～４号機については、地震後に発生した燃料ペレットの

溶融や爆発により設備に著しい損傷が生じていることから、廃止との結論に至りまし

た。 

 

また、今回の事故が社会に与えた影響等を踏まえると、福島第一７・８号機の増設

について地域のみなさまにご理解をいただくことは極めて困難であると判断し、計画

を中止することといたしました。 

 

上記の廃止および中止の決定に係る国への申請手続き等については、国や関係機関

と相談しながら今後進めてまいります。 

 

なお、現在、福島第一原子力発電所５・６号機および福島第二原子力発電所の原子

炉は冷温停止状態にありますが、詳細な調査はまだ実施できておりませんので、当面

は、原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する措置を適宜講じてまいり

ます。 

 

以 上 
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当社原子力発電所における耐震設計上考慮していない断層等に関する情報の 

経済産業省原子力安全・保安院への報告について 

 

平成 23 年５月 31 日 

東京電力株式会社 

 

当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「平成 23年東北地方太平洋沖地震を

踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価結果の報

告に係る原子力安全・保安院における検討に際しての意見の追加への対応について（指

示）」の指示文書＊１（平成 23 年４月 28 日付け）を受領いたしました。 

（平成 23 年４月 29 日、お知らせ済み） 

 

当社は、東北地方太平洋沖地震（以下、「今回地震」という。）の発生に伴って、大

きな地殻変動が観測されたことを踏まえ、原子力発電所の耐震設計上考慮する必要が

ある断層に該当する可能性の検討に当たって必要な情報として、既設発電所周辺にお

いて､既往の調査に基づき、耐震設計上考慮していない断層等に関する情報を整理し、

本日、経済産業省原子力安全・保安院へ報告いたしましたのでお知らせいたします。 

 

なお､今回地震に伴う地殻変動の影響、今回地震以降に福島第一原子力発電所、福島

第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所周辺において発生している地震と断層

等との関係について情報収集を行い、今後の評価に適切に反映して参ります。 

 

以 上 

 

 

 

添付資料１：福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所における耐震設計上

考慮していない断層等 

添付資料２：柏崎刈羽原子力発電所における耐震設計上考慮していない断層等 
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＊ １ 指示文書 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の

耐震安全性の評価結果の報告に係る原子力安全・保安院における検討に際しての意見の追加へ

の対応について（指示） 

平成 23・04・28 原院第４号 

平成 23 年４ 月 28 日 

 

本日、原子力安全委員会において、「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震

安全性の評価結果の報告に係る原子力安全・保安院における検討に際しての意見の追加」が決

定され、原子力安全・保安院（以下「当院」という。）に対して通知されました。 

 

当該決定によると、原子力安全委員会は、従来、地震活動のほとんど観測されていなかった

場所においても、今回の地震により誘発されたと考えられる地震活動が活発になり、また、４

月11日に福島県浜通りで発生した地震のように、正断層型の地震活動も発生しているとの理解

のもとに、当院が現在実施している、新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安

全性評価（以下「耐震バックチェック」という。）を進めるに当たって下記の意見を示してお

り、当院に検討を求めています。 

 

・東北地方太平洋沖地震の発生に伴って、大きな地殻変動が観測され、広域にわたって応力

場に影響を受けた。この状況を踏まえて、既に原子炉設置者等が調査を行っている断層、

変位地形、リニアメント等について、耐震設計上考慮する活断層に該当する可能性を検討

すること。 

・東北地方太平洋沖地震の発生に伴って、敷地周辺で、従来、地震活動が活発でなかった場

所における地震の発生が確認されている場合、あるいは耐震設計上考慮する活断層でない

断層近傍に地震が発生している場合には、その地震の評価を行うこと。 

・上記の検討を踏まえて、敷地に影響を与えると考えられる断層がある場合、地震動評価を

行うこと。 

 

これを受けて、当院は、貴社に対して、まずは下記の事項について、平成23年５月31日まで

に報告するよう求めます。 

 

記 

 

東北地方太平洋沖地震の発生に伴って、大きな地殻変動が観測されたことを踏まえ、既に貴

社において実施した地質調査や、各種の文献調査等の中から抽出した断層、変位地形、リニア

メント等に係る情報であって、原子力発電所の耐震設計上考慮する必要がある断層に該当する

可能性の検討に当たって必要な情報 

 

 
49



添付資料 1 

福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所における耐震設計上考慮していない断層等 

      

耐震設計上考慮していない断層等※1 

No. 名 称 長さ※2 

① 双葉
ふ た ば

断層南部（馬場
ば ば

以南） 46 km 

② 相馬
そ う ま

断層（双葉断層北部） 45 km 

③ 畑
はた

川
かわ

断層 43.5 km 

④ 八
や

茎
ぐき

断層 4.5 km 

⑤ 二
ふた

ツ
つ

箭
や

断層 12.5 km 

⑥ 大坂
おおさか

－芦沢
あしざわ

リニアメント 4km 

⑦ 湯
ゆ

ノ
の

岳
たけ

断層 13.5 km 

⑧ 敷地前面海域の断層 － 

⑨ 敷地南東沖合海域の断層 － 

⑩ 塩屋埼
し お や ざ き

沖海域の断層 － 

⑪ 
福島第一原子力発電所敷地

内の断層（名称なし） 
－ 

※1：活動性を否定している断層であり、文献等で示され 

   ている断層等のうち、その長さと敷地からの距離を 

   考慮して敷地に与える影響が小さいものは除外 

※2：空中写真判読結果に基づく長さ 

 

 5
0



添付資料 2 

耐震設計上考慮していない断層等※1 

No. 名 称 長さ※2 

① 細越
ほそごえ

断層 7 km 

② 真
ま

殿坂
どのさか

向斜 

柏崎刈羽原子力発電所における耐震設計上考慮していない断層等 

       

11.5 km 

③ 
柏崎刈羽原子力発電所敷地

内の断層 
－ 

※1：活動性を否定している断層であり、文献等で示され 

   ている断層等のうち、その長さと敷地からの距離を 

※2：文献に示される長さあるいは地質調査により確認さ 

   れた長さ 

   考慮して敷地に与える影響が小さいものは除外 
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（お知らせ） 

 

柏崎刈羽原子力発電所の放射性物質の定期測定における 

微量な放射性物質の検出について（続報） 

 

平成 23 年５月 13 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

当所では、環境試料分析＊１として、発電所近傍の海水や、土壌、松葉などの

環境試料の放射能測定を定期的に実施しております。このうち、大気中の埃に

ついて、発電所敷地境界近傍に設置しているモニタリングポストのうちの３箇

所で、環境試料としてフィルタで捕集し、ダスト放射線モニタ＊２により放射性

物質の測定を行っており、平成 23 年４月 13 日に同年３月に使用したフィルタ

をまとめて定期測定を実施したところ、３箇所のフィルタに検出限界値をわず

かに上回るごく微量の放射性のセシウム 134 及び同 137 を検出しております。 

当所のプラントにおいて異常は確認されておらず、当社福島第一原子力発電

所の事故の影響で大気に放出された放射性物質が当所で捕集され、検出された

ものと考えております。 

これまでの測定値は、周辺環境へ大きな影響を与えるものではありません。 

（平成 23 年４月 13 日お知らせ済み） 

 

本日までに、定期測定として４月分の大気中の埃を捕集したフィルタを同様

の手順により測定したところ、先月と同様にモニタリングポストの３箇所のフ

ィルタで検出限界値を上回る微量の放射性物質が検出されました。 

検出された核種はセシウム 134、同 137、ニオブ 95、およびテルル 129ｍです。

（測定結果については添付資料のとおりです） 

 

運転・作業状況や排気筒モニタの測定結果、原子炉水のサンプリング結果に

は、いずれも異常は確認されていないことから、当社福島第一原子力発電所の

事故の影響で大気に放出された放射性物質が当所で捕集され、検出されたもの

と考えております。 

 

今回検出されたセシウム 134 の測定値は、空気中の濃度限度２×10-５ベクレル

／cm３（告示濃度＊３）に比べ約３万分の１、セシウム 137 の測定値は、空気中の

濃度限度３×10-５ベクレル／cm３（告示濃度）に比べ約５万分の１、ニオブ 95

の測定値は、空気中の濃度限度７×10-５ベクレル／cm３（告示濃度）に比べ約 800

万分の１、また、テルル 129ｍの測定値も、空気中の濃度限度２×10-５ベクレル

／cm３（告示濃度）に比べても約 10 万分の１と極めて低い値です。 

また、今回確認された放射性物質の合計値から受ける放射線量は、年間約６

×10-５ミリシーベルトであり、自然界から１年間に受ける放射線量 2.4 ミリシー

ベルトの約４万分の１であり、胸のエックス線検診（１回）で受ける放射線量

（0.05 ミリシーベルト）と比べても十分に低い値です。 
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なお、発電所敷地境界近傍に設置された空間線量率を測定するモニタリング

ポストや、モニタリングポストに併設してあるダスト放射線モニタの現在の指

示値は通常の変動の範囲内であり、周辺環境への影響はありません。 

 
今後も環境試料について、定期的な放射能測定を継続して実施してまいりま

す。 

 

以 上 
 

添付資料１：柏崎刈羽原子力発電所の放射性物質の定期測定結果について 

添付資料２：柏崎刈羽原子力発電所の定期測定における微量な放射性物質の検出場所について 

 

 

＊１ 環境試料分析 

当所では、「原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書」（通称「安全協定」）

に基づき発電所の放射性物質の影響を調査するため、定期的に発電所近傍の海水や土

壌、松葉、牛乳などに含まれる放射性物質について調査を実施している。 
 
＊２ ダスト放射線モニタ 

発電所敷地境界近傍で空気中の塵埃を６時間毎に連続的にフィルタで捕集し、含ま

れている放射能を測定している計測器。集塵後の測定済フィルタについても、定期的

にとりまとめて詳細な測定を実施している。 

ダスト放射線モニタは、発電所の敷地境界近傍に設置しているモニタリングポスト

９箇所のうちの３箇所に、併設されている。 

 

＊３ 告示濃度 

「実用発電原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量当量限度等を定

める告示」（この濃度の空気を１年間呼吸し続けた場合に受ける線量が一般公衆の１年

間の線量限度 1 ミリシーベルトに相当する濃度として定められている。） 

 
 

連絡先：柏崎刈羽原子力発電所 
広報部 報道グループ 

TEL：0257-45-3131 
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＜添付資料１＞

捕集期間：平成23年４月１日～平成23年４月30日

核種名
①測定値

（Bq/cm3)

②検出限界値

（Bq/cm3)

③空気中の濃度限度

Bq/cm3

(告示濃度)

セシウム134 5.7×10-10 5.2×10-12 ２×10-５

セシウム137 5.4×10-10 5.0×10-12 ３×10-５

ニオブ95 8.6×10-12 5.5×10-12 ７×10-５

セシウム134 6.1×10-10 5.9×10-12 ２×10-５

セシウム137 5.7×10-10 5.1×10-12 ３×10-５

セシウム134 6.2×10-10 4.9×10-12 ２×10-５

セシウム137 5.8×10-10 4.9×10-12 ３×10-５

ニオブ95 6.8×10-12 5.7×10-12 ７×10-５

テルル129ｍ 1.8×10-10 1.3×10-10 ２×10-５

柏崎刈羽原子力発電所の放射性物質の定期測定結果について

測定場所

モニタリングポスト８番脇

モニタリングポスト１番脇

モニタリングポスト５番脇

ダスト放射線モニタ 5
4



 

検出場所 

・発電所敷地境界近傍に設置した 
３箇所のダスト放射線モニタ 

モニタリング 
ポスト８ 

モニタリング
ポスト５

柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

＜添付資料２＞ 

柏崎刈羽原子力発電所の定期測定における微量な放射性物質の検出場所について 

   ：検出ポイント 

４号機 

１号機 
３号機 

２号機 ６号機 ５号機 ７号機 

展望台 

モニタリング 
ポスト１ 

ダスト放射線 
モニタ 

 5
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（お知らせ） 

 

柏崎刈羽原子力発電所の放射性物質の定期測定における 

微量な放射性物質の検出について（続報） 

 

平成 23 年５月 26 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

当所では、環境試料分析＊１として、発電所近傍の海水や、土壌、松葉などの

環境試料の放射能測定を定期的に実施しております。これまでに当社福島第一

原子力発電所の事故の影響で大気に放出されたごく微量のセシウムやヨウ素な

どの放射性物質が検出されておりますが、これまでの測定値は、周辺環境へ大

きな影響を与えるものではありません。 

（平成 23 年４月 13 日、５月 13 日お知らせ済み） 

 

定期測定として発電所の放水口付近（２地点）において、５月 23 日に採取し

た海藻（ホンダワラ類＊２）を本日測定したところ、２地点とも検出限界値をわ

ずかに上回るごく微量のヨウ素 131 が検出されました。 

（測定結果については添付資料のとおりです） 

 

運転・作業状況や排気筒モニタ、および海水モニタの測定結果には、いずれ

も異常は確認されていないことから、当社福島第一原子力発電所の事故の影響

により大気に放出された放射性物質の影響によるものと考えております。 

 

今回検出されたヨウ素 131 の測定値（最大 0.23 ベクレル／kg生＊３）は、原子

力防災指針に定める摂取制限＊４（2000 ベクレル／kg生）に比べ約 8000 分の１と

極めて低い値です。 

また、今回確認された放射性物質の合計値から受ける放射線量は、仮に 1 年

間摂取し続けた場合、年間約８×10-５ミリシーベルトであり、自然界から１年間

に受ける放射線量 2.4 ミリシーベルトの約３万分の１であり、胸のエックス線

検診（１回）で受ける放射線量（0.05 ミリシーベルト）と比べても十分に低い

値です。 

 

 今回測定に用いた試料については、灰化したうえで放射性セシウムなどの放

射性物質の測定を実施するとともに、あわせて、他の環境試料についても、定

期的な放射能測定を継続して実施してまいります。 

 

以 上 
 
 

添付資料１：柏崎刈羽原子力発電所の放射性物質の定期測定結果について 

添付資料２：柏崎刈羽原子力発電所の定期測定における微量な放射性物質の検出場所について 
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＊１ 環境試料分析 

当所では、「原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書」（通称「安全協定」）

に基づき発電所の放射性物質の影響を調査するため、定期的に発電所近傍の海水や土

壌、松葉、牛乳などに含まれる放射性物質について調査を実施している。 
 
＊２ ホンダワラ類 

海藻の一種で、海洋中の放射性物質を濃縮しやすい生物であるため環境モニタリン

グの指標生物の１つとなっており、当所では、放射性物質の蓄積状況を調査するため、

四半期毎に採取し、測定を実施している。 
 
＊３ ベクレル／kg 生 

生の状態の海藻類１kg に含まれる放射能量。 

 
＊４ 原子力防災指針に定める摂取制限 

     原子力安全委員会が「原子力施設等の防災対策について」の中で規定している、放射

能汚染された食物の摂取を制限する指標。 

 
 

連絡先：柏崎刈羽原子力発電所 
広報部 報道グループ 

TEL：0257-45-3131 
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＜添付資料１＞

採取日：平成23年５月23日

核種名
測定値

（Bq/kg生※)

検出限界値

（Bq/kg生※)

摂取制限値

（Bq/kg生※)

放水口（南）付近 ヨウ素131 0.23 0.21 2,000

放水口（北）付近 ヨウ素131 0.18 0.16 2,000

　※「Bq/kg生」という単位は、生の状態の海藻類１ｋｇに含まれる放射能量を表す。

柏崎刈羽原子力発電所の放射性物質の定期測定結果について

測定場所

ホンダワラ類

測定日：平成23年５月26日

 5
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検出場所 

柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

＜添付資料２＞ 

柏崎刈羽原子力発電所の定期測定における微量な放射性物質の検出場所について 

   ：ホンダワラの採取ポイント 

４号機 

１号機 
３号機 

２号機 ６号機 ５号機 ７号機 

展望台 
ダスト放射線 
モニタ 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：５月 12 日） 

平成 23 年５月 12 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 23 年４月 29 日から５月 12 日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 23 年５月 13 日から５月 19 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 23 年５月８日から６月４日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合 

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」

にもとづく、平成 23 年４月 28 日から５月 11 日までのトラブル情報の発生状況については

次のとおりです。 
 

○トラブル情報（中越沖地震関連） 

平成 23 年４月 28 日～５月 11 日 

（平成 19 年８月 10 日～累計） 
公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計）

Ⅰ ０件（０件） 

Ⅱ ０件（０件） 件数 
０件 

（10 件） 
Ⅲ ０件（10 件） 

 

＜平成 23 年４月 28 日～５月 11 日発生分＞ 

公表区分 発見日 件名 状況 

Ⅰ － － － 

Ⅱ － － － 

Ⅲ － － － 
 

○その他 

・不適合情報（中越沖地震関連、ＧⅠ、ＧⅡ、ＧⅢグレード、対象外） 

（含む、中越沖地震関連、Ａｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄグレード、対象外） 

平成 23 年４月１日～30 日 

（平成 19 年７月 16 日～累計） 

件数 
０件 

（3,777 件） 

※ 新潟県中越沖地震発生後、これまでに発生・審議した不適合情報について再精査したところ、中越

沖地震対象外であったもの１件および中越沖地震対象であったもの２件を確認いたしましたので、４

月分の集計に合わせて訂正いたしました。 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：５月 19 日） 

平成 23 年５月 19 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 23 年５月 13 日から５月 19 日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 23 年５月 20 日から５月 26 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 23 年５月 15 日から６月 11 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合 

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」

にもとづく、平成 23 年５月 12 日から５月 18 日までのトラブル情報の発生状況については

次のとおりです。 
 

○トラブル情報（中越沖地震関連） 

平成 23 年５月 12 日～５月 18 日 

（平成 19 年８月 10 日～累計） 
公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計）

Ⅰ ０件（０件） 

Ⅱ ０件（０件） 件数 
０件 

（10 件） 
Ⅲ ０件（10 件） 

 

＜平成 23 年５月 12 日～５月 18 日発生分＞ 

公表区分 発見日 件名 状況 

Ⅰ － － － 

Ⅱ － － － 

Ⅲ － － － 
 

○その他 

・特になし 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：５月 26 日） 

平成 23 年５月 26 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 23 年５月 20 日から５月 26 日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 23 年５月 27 日から６月２日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 23 年５月 22 日から６月 18 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 
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（参考）新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業に係る不適合 

「新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業における不適合等に係る当面の公表について」

にもとづく、平成 23 年５月 19 日から５月 25 日までのトラブル情報の発生状況については

次のとおりです。 
 

○トラブル情報（中越沖地震関連） 

平成 23 年５月 19 日～５月 25 日 

（平成 19 年８月 10 日～累計） 
公表区分別件数（平成 19 年８月 10 日～累計） 

Ⅰ ０件（０件） 

Ⅱ ０件（０件） 件数 
０件 

（10 件） 
Ⅲ ０件（10 件） 

 

＜平成 23 年５月 19 日～５月 25 日発生分＞ 

公表区分 発見日 件名 状況 

Ⅰ － － － 

Ⅱ － － － 

Ⅲ － － － 
 

○その他 

・特になし 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（1／1） 平成23年５月26日

 別紙

項　　　目 点検・復旧状況

２号機 タービン設備関連 タービン点検 Tb Tb Tb H21/12/７より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。

その他設備関連 主変圧器点検 E E E H22/６/15より搬入・据付作業開始。

所内変圧器点検 E E E H21/11/30より搬入・据付作業開始。

励磁変圧器点検 E E E H21/11/30より搬入・据付作業開始。

主発電機点検 E E E H20/３/19より点検開始。

主排気ダクト点検・復旧 Rx Rx Rx H20/８/９より復旧準備作業開始。H20/12/１より基礎部復旧開始。H22/７/17よりダクト復旧作業開始。

耐震強化関連 配管等サポート Rx Rx Rx H23/２/１より強化工事開始。

３号機 原子炉設備関連 原子炉格納容器閉鎖作業 Rx Rx H23/３/３閉鎖作業開始。

系統健全性確認 系統機能試験 運評 運転評価 運転評価 H22/11/16より試験開始。

４号機 タービン設備関連 タービン点検 Tb Tb Tb
H21/８/３より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。
H22/７/５より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）復旧作業開始。

その他設備関連 主変圧器点検 E E E H21/８/28より搬入・据付作業開始。

所内変圧器点検 E E E H21/９/２より搬入・据付作業開始。

励磁変圧器点検 E E E H21/９/２より搬入・据付作業開始。

主発電機点検 E E E H20/１/15より点検開始。

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 E E E H21/６/12より搬入・据付作業開始。

耐震強化関連 配管等サポート Rx Rx Rx Ｈ23/１/17より強化工事開始。

その他 構内外道路・法面等復旧・補強作業 土木 土木 土木 構内外道路復旧作業中。

※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

※１号機、５号機、６号機、７号機は運転中です。

６月12日（日）～６月18日（土）６月５日（日）～６月11日（土）

【点検・復旧状況】
◆平成23年５月22日（日）～平成23年６月18日（土）

設　備 ５月29日（日）～６月４日（土）５月22日（日）～５月28日（土）

 6
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東京電力
 

福島第一原子力発電所
 １、２、３号機の炉心状態について

平成23年6月1日
東京電力株式会社



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 1

原子炉圧力容器

燃料被覆管
（ジルコニウム合金）

燃料棒

約4.5ｍ

燃料集合体

有効燃料底部

有効燃料頂部

蒸気乾燥器

気水分離器

上部格子板

制御棒駆動機構

制御棒

約10mm

約10mm

ペレット

原子炉圧力容器

原子炉圧力容器（模型）

炉心支持板炉心支持板
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評価結果

地震発生時におけるプラントデータに関して整理を行ったことから、
 １～３号機について炉心状態の解析を行った。

解析によると、１号機は津波到達後比較的早い段階において、燃
 料ペレットが溶融し、圧力容器底部に落下したとの結果が得られた。

２号機及び３号機の解析結果では、炉心は一部溶融したものの、
 燃料域にとどまり、原子炉圧力容器の損傷には至っていない。ただ
 し、実際の水位がより低い状態を想定した場合※は、燃料ペレットが
 溶融し、圧力容器底部に落下したとの解析結果となる。

一方、現在の原子炉圧力容器周りの温度（実測値）は、いずれの
 プラントにおいても、燃料の大部分が原子炉圧力容器内にあると考
 えられる挙動であること、現状では安定的に注水を継続し、十分に

 冷却できていることから、今後大規模な放射性物質の放出に繋がる
 ような事象の進展はないと考えられる。

※ １号機で原子炉水位計を校正した結果、実際の水位は指示値より低い位置にあることが分かった

 ことから、２・３号機についても計測器が正しい水位を示していないことも想定して解析を行った。
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原子炉水位、炉心最高温度（解析結果）

3/11 14:46 地震発生＋スクラム

淡水注水開始

3/11 14:46 地震発生＋スクラム

有効燃料棒頂部

有効燃料棒底部

・スクラム後約３時間で有効燃料頂部に

 
到達
・約５時間後に有効燃料底部に到達

原子炉水位が有効燃料頂部を下回った

 
頃から炉心の温度は上昇し、燃料の融点

 
に到達

主要な解析上の仮定：津波到達以降は非常用復水系の機能は喪失したものと仮定
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１号機
 

炉心の状態の変化（解析結果）

・炉心中央部から溶融が開始
・スクラム後約１５時間後（３月１２日６時頃）に大部分

 の燃料が原子炉圧力容器底部に落下
・なお、この解析結果によると原子炉圧力容器が損傷

 することとなっているが、現在測定されている原子炉

 圧力容器周りの温度等から、原子炉圧力容器の損傷

 は限定的であると考えられる

炉心支持板 炉心支持板炉心支持板

:通常燃料

炉心支持板

:空洞（燃料が崩落）

:燃料ペレットが溶融

:燃料が損傷

スクラム発生から約4.7h後
（3月11日19時半頃）

スクラム発生から約5.3h後
（3月11日20時頃）

スクラム発生から約14.3h後
（3月12日5時頃）

スクラム発生から約15.0h後
（3月12日6時頃）

燃料の損傷度合い
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２号機
 

原子炉水位の状況（解析結果）

・

 

３月１４日 １３時２５分頃に原子炉隔離時冷却系が停止後、原子炉の水位は低下し、水位維持ケースは注水

 
により計測値と同じ水位（有効燃料棒頂部－３ｍ前後）で推移。
・水位低下ケースは、水位低下の後、注水するものの、水位は有効燃料棒底部以下で推移。
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RCIC：原子炉隔離時冷却系
SRV：逃がし安全弁

有効燃料棒頂部

有効燃料棒底部

実線：解析値
●：計測値

水位維持ケース：
計測値が正しい水位を示し

 
ている場合
水位低下ケース：
計測値が正しい水位を示し

 
ていない場合
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２号機
 

炉心最高温度の状況（解析結果）

・水位の低下後、両ケースともに炉心温度は上昇し、炉心の損傷は開始する。
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炉心損傷開始
3/14 20時頃

炉心損傷開始
3/14 20時頃
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２号機
 

炉心の状態（解析結果）

・水位維持ケースの場合、燃料は燃料域内で維持される。
・水位低下ケースはスクラム後約101時間（3/15 20時頃）で大部分の燃料が原子炉

 圧力容器底部に落下する。
・なお、水位低下ケースの解析結果では原子炉圧力容器が損傷することとなってい

 るが、その場合でも、現在測定されている原子炉圧力容器周りの温度等から、原

 子炉圧力容器の損傷は限定的であると考えられる。

:通常燃料

:空洞（燃料が崩落）

:燃料ペレットが溶融

:燃料が損傷

燃料の損傷度合い

炉心支持板

スクラム発生から1週間後
（3月18日頃）

炉心支持板

スクラム発生から約109h後
（3月16日4時頃）

水位維持ケース 水位低下ケース
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３号機
 

原子炉水位の状況（解析結果）

・３月１３日 ２時４２分頃に高圧注水系が停止後、原子炉の水位は低下し、水位維持ケースは注水により計測

 
値と同じ水位（有効燃料棒頂部－３ｍ前後）で推移。
・水位低下ケースは、水位低下の後、注水するものの、水位は有効燃料棒底部以下で推移。
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HPCI：高圧注水系
SRV：逃がし安全弁

有効燃料棒頂部

有効燃料棒底部

水位維持ケース：
計測値が正しい水位を示し

 
ている場合
水位低下ケース：
計測値が正しい水位を示し

 
ていない場合

実線：解析値
●：計測値
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炉心最高温度の状況（解析結果）

・水位の低下後、両ケースともに炉心温度は上昇し、炉心の損傷は開始する。

水位維持ケース 水位低下ケース

炉心損傷開始
3/13  9時頃

炉心損傷開始
3/13  9時頃
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３号機
 

炉心の状態（解析結果）

・水位維持ケースは燃料は燃料域内で維持する。
・水位低下ケースはスクラム後約60時間（3/14 3時頃）で大部分の燃料が原子炉圧

 力容器底部に落下。
・なお、水位低下ケースの解析結果では原子炉圧力容器が損傷することとなってい

 るが、その場合でも、現在測定されている原子炉圧力容器周りの温度等から、原

 子炉圧力容器の損傷は限定的であると考えられる。

:通常燃料

:空洞（燃料が崩落）

:燃料ペレットが溶融

:燃料が損傷

燃料の損傷度合い

炉心支持板

スクラム発生から1週間後
（3月18日頃）

水位維持ケース

炉心支持板

スクラム発生から約96h後
（3月15日15時頃）

水位低下ケース
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